
警察

安芸高田警察署メルマガ
安芸高田警察署　☎47-0110　　   危機管理課　☎・お太助フォン 42-5625

身近な犯罪情報などをタイムリーに配信しています（右のＱＲコードから登録できます）

防犯指針を策定しました

●子ども、高齢者、女性その他の特に防犯上の配慮を
要する者の安全確保に関する防犯指針

●インターネットの安全利用に関する防犯指針

●道路、公園、駐車場及び駐輪場に関する防犯指針

●住宅の用に供する建築物に関する防犯指針

　この指針は、県民の皆さんに自発的な取り組みを促すことを目的と
しています。義務を負わせたり、規制を課すものではありません。

広島県の条例『「減らそう犯罪」ひろしま
安全なまちづくり推進条例』が一部改正さ
れたことに伴い、防犯指針を見直しました。
指針の詳細は広島県警ホームページに掲載
しています。

広島県警ホームページ
「減らそう犯罪」防犯指針（R4）

防犯指針

消防

安芸高田市消防本部・安芸高田消防署　☎42-0931・お太助フォン42-3952　　47-1191

ゴミ焼き・野焼き、絶対ダメ！！

正当な理由なく火災または救急について虚
偽の通報をした者は、消防法により30万円以下
の罰金に処せられる場合があります。

「冬は乾燥して火災が発生しやすい」というイメージをお持
ちの方が多いと思いますが、実は、春は冬以上に多くの火災
が発生しているのです。
安芸高田市では、令和4年3月に発生した火災が6件（令和
4年2月は1件）！ その全てが、枯れ草焼きやゴミ焼きから拡
大した火災です。

▶ 社会環境課　☎42-1126　　　▶ 安芸高田警察署　☎47-0110

119番のいたずら通報が
増えています

ゴミを家庭で燃やすことは、「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」により禁止されています。

ゴミ焼き

枯れ草焼きやゴミ焼きの火
が風にあおられて拡大し、
家に燃え移ったことも…

3月1日（水）から7日（火）は「令和5年春季全国
火災予防運動」の実施期間です。これを機に、
火災発生防止への意識を高めましょう！

不十分な消火や、燃やしたままその場を離れた
り目を離す、または予想以上に燃え広がってしまう
などの原因で、火災が発生しています。さらに、近
所の方に煙や匂いで迷惑をかけることもあります。
野焼きは燃焼温度が低いため、ダイオキシン類な
ど猛毒の有害物質も発生します。

野焼き

開催日時

お問い合わせ 警防課  救急係
☎42-3952

3月19日（日）
　午前：2時間
　午後：3時間
※受講時間は変更できる場合が
ありますので、ご相談ください。

なぜダメなの？

ゴミ焼きや野焼きを見つけたら、すぐに連絡してください！

安芸高田市では、皆様からいただいた「ひろしまの
森づくり県民税」を財源として、森林の持つ公益的機
能をより発揮させるための人工林整備や、防災・減災、
鳥獣被害防止等のための里山林整備を行っています。
令和３年度には、鳥獣被害防止のために甲田町上小
原地区や高宮町原田地区で鳥獣の隠れ家となる民家
周辺の雑木を伐採するなど、計29.92haの森林を整
備しました。

ひろしまの森づくり事業で支援する主な取組

人工林整備 里山林整備 県民理解の促進

詳しい内容やご相談については、下記までお気軽にお問い合わせください。ひろしまの森づくりネット 検 索
https://www.moridukuri.net/

ひろしまの森づくり県民税

年額 円500個 人

法 人 年額 %5 均等割額
相当額

個人事業者：住民税の納税通知書により納付します。
給与所得者：毎月の給与から引き落とされます。

法人：法人県民税・事業税の申告納付の際に申告納付します。

間伐による人工林の健全化● 景観保全や鳥獣被害防止の
ための森林整備
● 森林・林業体験活動●

野生動物との棲み分けを目指し民家周辺の竹林を伐採野生動物との棲み分けを目指し民家周辺の竹林を伐採 繁茂する竹林を伐採し道路周辺の景観が向上繁茂する竹林を伐採し道路周辺の景観が向上繁茂する竹林を伐採し道路周辺の景観が向上

ひろしまの森づくりキャラクター
モーリー安芸高田市の づくり事業

あなたからの500円 が森を元気にしています！

出られない…

お問い合わせ先 農林水産課 林業水産係 0826-47-4022

23222023.3 あきたかた 2023.3 あきたかた


